
1 

 

 

 

 

Ⅰ『市連会報告』  
 

１ 横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例の施行について 

建築局 資料 市１ 

   

空家等の適切な管理を義務化するなど空家等の所有者の責務を明確にし、特定空家等

に起因する危険への対応として標識設置や所有者がいない場合などにおける応急的危険

回避措置を講じることができるようにするため、「横浜市空家等に係る適切な管理、措置

等に関する条例」を令和３年３月５日に制定しました。 

この度、令和３年８月１日から本条例を施行しますので、お知らせします。 

  

【皆様へのお願い】 

◇ 空家等の所有者の皆様へ 

空家等を適切に管理してください。 

※空家等には樹木なども含まれますので、建物と併せて樹木なども適切に管理し

てください。 

※所有者には管理者や相続人も含まれます。空家等を相続した場合には、遠縁で

あっても空家等を適切に管理する責任があります。 

 ◇ 土地所有者の皆様へ（貸している土地の上に空家がある場合） 

空家等が周辺へ悪影響を及ぼさないよう、建物所有者へ改善に向けた働きかけを

お願いします。 

 ◇ 地域住民の皆様へ 

空家等の所有者に関する市への情報提供や所有者への連絡などを依頼する場合

がありますので、ご協力をお願いします。 

 

【周知方法】 

  ◇ リーフレットを市役所、各区役所で配布 

  ◇ 市ホームページに掲載 

  ◇ 広報よこはま８月号に掲載（予定） 

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

◇ 条例に関すること 建築局建築指導課 ℡６７１－４５３９ 

  ◇ 総合的な空家対策の推進に関すること 建築局住宅政策課 ℡６７１－４１２１ 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 ７月定例会 

令和３年７月 16 日（金）午後２時から 

保土ケ谷公会堂 １号会議室 

 

 

 

議題要約版  
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２ 「令和３年度 横浜市総合防災訓練」の実施について 

総務局 資料 市２ 

   

横浜市総合防災訓練は、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川

崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）合同防災訓練の中の訓練として毎年実施してい

ます。 

今年度は本市が幹事都県市となったため、九都県市合同防災訓練の中央会場として、

西区みなとみらいの耐震バースを中心に、内閣府（政府調査団）による視察を含む、大

規模な訓練を予定しています。 

  

【開催概要】 

◇ 日時：＜実動訓練会場＞令和３年 11 月７日（日）午前 10 時から正午まで 

     ＜啓発・展示会場＞令和３年 11 月７日（日）午前 10 時から午後３時まで 

 ◇ 会場：＜実動訓練会場＞耐震バース 

      ＜啓発・展示会場＞臨港パーク 

 

【訓練内容】 

◇ 陸上・海上訓練 

  住民訓練、道路啓開、ライフライン復旧、救出救助、医療救護、火災防御 

◇ 展示ブース 

  減災対策を目的とした展示ブースの設置、緊急車両等の展示、水消火器による 

初期消火訓練、起震車による地震体験 

 

 【一般見学者について】 

  陸上・会場訓練の一般見学者について、インターネットを活用して事前募集（抽選有）

を行います。 

◇ 一般見学者入場数  市民など約 1,000 人（予定） 

  ◇ 応募期間      令和３年９月１日～９月 30 日（予定）    

  ※ 展示ブースは自由に見学できます。 
 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

総務局緊急対策課 ℡６７１－２０６４ 
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３ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

都市整備局 資料 市３ 

   

横浜ＩＲの実現にあたり、ギャンブル等依存症や治安など、ＩＲを構成する施設の

一つであるカジノに起因する懸念事項への取組について、市民の皆さまに理解を深め

ていただくため、有識者による対談を行います。対談の様子を収録した映像を横浜市

公式YouTubeチャンネルで配信いたしますので、お知らせします。 

 

【概要】 

  ◇ 配信日 令和３年７月 19 日（月）から 

◇ 出演者 池田 文隆さん（一般社団法人 グレイス・ロード  

グレイス・ロード甲斐サポートセンター 統括センター長）  

三原 聡子さん（独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 主任心理療法士） 

◇ プログラム 〈第１回〉ギャンブル等依存症について考える（前編） 

第１部 ギャンブル等依存症の当事者として  

第２部 ギャンブル等依存症からの回復  

第３部 ギャンブル等依存症の背景と対策 

 

【公開先】 

  ・横浜市公式YouTubeチャンネル 

「https://www.youtube.com/user/CityOfYokohama」 

 

【その他】 

対談は全３回行う予定です。  

第２回テーマ：治安対策、配信：10月上旬～  

第３回テーマ：ギャンブル等依存症（後編）、配信：10月下旬～  

第２回以降については、詳細が決まり次第、横浜ＩＲ公式ウェブサイト

「https://ir.city.yokohama.lg.jp/」でご案内します。 

 

 【送付物】 

 なし 

 

【問合せ先】 

都市整備局ＩＲ推進課 ℡６７１－４１３５ 

https://www.youtube.com/user/CityOfYokohama
https://ir.city.yokohama.lg.jp/
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４ 新型コロナワクチンの接種にかかる在宅高齢者等への支援の協力依頼に 

ついて 

健康福祉局 資料 市４ 

   

在宅の高齢者等、新型コロナワクチンの接種についてお困りの方がいらっしゃった際

には、適宜お力添えくださいますようお願いいたします。 

 

【ご協力をお願いしたい事項】 

日頃の「見守り」や「声掛け」活動の中で、ワクチン接種を希望しているのに予約

が取れていない、外出が難しいなどお困りの方※がいらっしゃれば、区役所や地域ケ

アプラザ等へおつなぎください。 

ご自宅への訪問接種が可能な医療機関の情報提供など、必要な支援を行ってまいり

ます。 

 

※ 要介護状態や自宅療養中の65歳以上の方  

※ 介護サービスを利用していないが、介助なしでは外出困難な一人暮らし高齢者 

の方や高齢夫婦のみ世帯 など 

   

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

 【問合せ先】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 ℡６７１－４０３６ 
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５ 「地域づくり大学校」修了生の活動事例の発信について 

市民局 資料 市５ 

   

横浜市では、地域活動の担い手を育成する取組として、「地域づくり大学校」（地域

大）をNPO 法人等と協働で実施しており、その修了生から地域課題の解決や魅力づくり

につながる様々な取組が生まれています。この度、地域大修了生の活動事例を18 区から

１例ずつまとめて、ホームページで発信しましたので、お知らせします。 

 

【保土ケ谷区事例：常盤台地域ささえあいボランティアありが隊】 

 ◇ メンバー数：地域住民有志 15 人 

 ◇ 活 動 実 績：11 軒 23 回（令和２年度） 

◇ 楽しく学びながら、地域でお困りの方をサポートする庭のお手入れボランティア 

◇ 地域のニーズに応えるとともに、ボランティア自身のやりがいになる 

◇ ボランティアと依頼者のつながりもでき、緩やかな見守りになっている 

   

【横浜市市民局ホームページ】 

  ・「地域づくり大学校」の修了生の活動事例をまとめました！ 

「https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/kyodo/jir

ei/chiikidai.html」 

※ 自治会町内会の皆様の今後の活動の参考にご活用ください。 

 

  【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

 【問合せ先】 

市民局地域活動推進課 ℡６７１－３６２４

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/kyodo/jirei/chiikidai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/kyodo/jirei/chiikidai.html
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６ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック「横浜版ウェルカムガイドブッ 

ク」の発行について 

市民局 資料 市６ 

   

令和３年７月 23 日（金）に東京 2020 オリンピックが開会することに伴い、横浜市

では、横浜ゆかりの日本代表選手や市内の開催競技、事前キャンプ・ホストタウン情

報などを掲載した「横浜版ウェルカムガイドブック」を発行しますので、各自治会町

内会に１部送付します。  

 

【東京 2020 オリンピック・パラリンピック概要】 

◇ 日程 オリンピック期間  令和３年７月 23 日（金）～８月８日（日） 

     パラリンピック期間 令和３年８月 24 日（火）～９月５日（日） 

◇ 横浜での競技 野球・ソフトボール（横浜スタジアム） 

         サッカー     （横浜国際総合競技場） 

   

【配布場所等】 

◇ 各区役所の窓口（７月下旬から） 

◇ 特設ウェブサイトへの掲載 

 

  【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

 【問合せ先】 

市民局オリンピック・パラリンピック推進課 ℡６７１－３６９０ 



7 

Ⅱ『区連会議題』  

 

１ 保土ケ谷区内の治安状況について（令和３年６月） 

保土ケ谷警察署 資料 区１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇犯罪の発生状況（令和３年６月末） 

 ６月中  １～６月末 前年比 

特 殊 詐 欺 6 13 -4 

空 き 巣  1 5 -10 

ひ っ た く り  0 0 ±0 

自 動 車 盗 1 2 ±0 

オートバイ盗 5 12 ±0 

自 転 車 盗  7 35 -11 

わ い せ つ 2 8 +2 

そ の 他 ※ 33 205 -37 

計  55 280 -60 
 ※その他（万引き、器物損壊、暴行、部品ねらい、  

傷害、職権盗など）  

 

◇特殊詐欺の被害防止 

 ○新型コロナウイルス感染症のワクチン接種

に乗じた詐欺の手口に注意！ 

  お金を要求したり、個人情報を聞き出そう

とする不審電話に御注意 

 ○役所職員を騙る還付金詐欺が急増中！ 

  ＡＴＭ＋高齢者（還付金）＋携帯電話（ス

マートフォン）＝詐欺 

 ○ハガキやメールによる架空料金請求詐欺に

も御注意！ 

未払い料金＋裁判（訴訟）＋電子マネー 

＝詐欺 

 ○キャッシュカードや暗証番号は他人に渡さ

ない、教えない！ 

  電話＋キャッシュカード＋暗証番号＝詐欺 

 

 

◇被害に遭わないために 

 ○必要以上の現金は自宅に保管せず、自宅に

現金があることを他人に教えない。 

 ○金融機関名や口座番号、暗証番号、残高等

は絶対に他人に教えない。 

 ○固定電話は、常時、留守番電話に設定し、

犯人からの電話に出ない。 

 

◇一番の被害防止対策 

 ○迷惑電話防止機能を有する機器への変更 

 

  

 

 

  

◇交通事故発生状況（令和３年６月末） 
  ６月中  １～６月末 前年比 

発生件数  33 204 +2 

死 者 数  0 1 -1 

負傷者数  40 229 +3 
 

◇夏の交通事故防止運動（７月 11 日（日） 

から７月 20 日（火）までの 10 日間） 

 ○スローガン 

 「安全は 心と時間の ゆとりから」 

 「交通ルールを守って 夏を楽しく安全に」 

○過労運転・無謀運転の禁止 

   ・運転する際には、過労運転にならない 

よう、事前に余裕ある計画を立てると

ともに、こまめな休憩を心掛けましょ

う。 

 ・運転時は、スピードの出し過ぎに注意 

し、特に交差点を通過する際は、横断 

する歩行者や対向右折車等に注意し、 

危険を予測することで交通事故を防 

止しましょう。 

 

【送付物】 

なし 
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２ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（令和３年６月 30 日現在） 

保土ケ谷消防署 資料 区２ 

 

令和３年１月１日から令和３年６月 30 日までの保土ケ谷区内における火災・救急状況

を報告します。 

■火災状況                     (  )内は横浜市内  

  区分 
年 

火災 
件数 

火災種別 被害程度 

建物 
火災 

車両 
火災 

その他

の 

火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

令和３年 19(387) 17 0 2 555 1  7 
令和２年 13(364) 9 1 3 147 0 2 
増△減 6( 23) 8 △1 △1 408 1 5 

  ※ その他の火災とは、雑草及びゴミや車両として運行できない廃車等が焼損した 

火災です。 

（主な出火原因） 

  区分 
 

年 
放火 こんろ 

 
 配線器具 

 
たばこ 

マッチ・ 

ライター 

令和３年 7 2 2 2 2 
令和２年 1 3 0 0 1 
増△減 6 △1 2 2 1 

 ■地区別火災件数（令和３年６月中） 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 0 仏向地区 0 
保土ケ谷南部地区 0 中央地区 0 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 0 中央東部地区 0 西谷地区 0 
保土ケ谷東部地区 0 和田・釜台地区 0 上新地区 0 
保土ケ谷西部地区 0 上星川地区 0 新桜ケ丘地区 1 
権太坂境木地区 0 常盤台地区 0 上菅田地区 0 
岩井町原地区 1 川島東部地区 0 その他、未加入 0 

                                                        計 ２ 件 

 ■救急状況                   (  )内は横浜市内 

  区分 
 

年 
件数 急病 

一般 
負傷 

交通 
事故 

その他 
※ 

１日 
あたり 

令和３年 5,385(94,745) 3,669 953 285 478 29.8 
令和２年 5,246(93,580) 3,609 974 255 408 28.8 
増△減 139(1,165) 60 △21 30 70 1.0 

 
※ その他には、自損行為・加害・運動競技・労働災害・火災・転院搬送等が 

含まれます。 

 

 ■火災事案（令和３年６月中） 

   １ 令和３年６月６日  岩井町      建物火災 (負傷者なし) 

   ２ 令和３年６月 21 日  新桜ケ丘一丁目  その他火災（負傷者なし）    

 

【送付物】なし   

 

【問合せ先】保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 
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３ 保土ケ谷区「町の防災組織」スタンドパイプ式初期消火器具合同訓練会の 

開催について 

保土ケ谷消防署 資料 区３ 

 

今後の大規模地震災害発生時に備え、自助・共助の推進を図るとともに、地域での被

害を最小限に抑えるため、自治会・町内会の皆様の消防技術の向上と器具の普及を目的

として、スタンドパイプ式初期消火器具合同訓練会を開催します。 

 

 【概要】 

◇日時    令和３年 11 月 14 日（日）10 時から正午まで（荒天時中止） 

◇場所     横浜市資源循環局保土ケ谷工場駐車場（保土ケ谷区狩場町 355 番地） 

◇実施内容  １チーム４名で協力し、スタンドパイプ式初期消火器具を活用して、 

15 メートルホース２本を延長して放水し、火点に見立てた的を倒す訓練

です。（当日に取扱い説明会あり） 

  ◇参加者等  スタンドパイプ式初期消火器具を設置している自治会・町内会のうち参 

加を希望するチーム 

※ 参加を申し込まれた自治会町内会の皆様には９月 25 日（土）の午前

中に事前説明会を行います。 

 

【参加募集要領】 

  参加申込書にご記入の上、ファックスでご送付ください。 

◇宛先 保土ケ谷消防署総務・予防課 予防担当（ＦＡＸ：045-342-0119） 

  ◇締切 令和３年８月 31 日（火） 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 
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４ 各種募金用資材の送付内容ならびに振込口座の確認について 

区社会福祉協議会 資料 区４ 
 

  「赤い羽根共同募金」と「区社協世帯賛助会費」を募る際に使用する資材の内容、数

量及び送付先並びに協力事務費、「共同募金だより」及び「社協ほどがや」の広報配布手

数料等の振込先の確認のため、連絡書のご提出を依頼します。  

   

 【連絡書の提出】 

◇ 区社協から「各種募金に関する連絡書」を送付します。  

◇ 令和３年８月 13 日（金）までに郵送またはＦＡＸにてご提出ください。  

  保土ケ谷区川辺町５－１１ ＦＡＸ  ３３４－５８０５  

 

 【送付･振込み時期】 

ご提出いただいた連絡書に基づき、下記の通り、事務手続きを進めます。 

＜資材の送付＞  赤い羽根共同募金･･･９月下旬 区社協世帯賛助会費･･･12 月上旬  

＜広報配布手数料等の振込み＞  令和３年 11 月  

 

 【送付物】 

  別途、７月下旬に区社会福祉協議会より送付します。 

   

【問合せ先】保土ケ谷区社会福祉協議会 ℡３４１－９８７６ 
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５ 「崖地の現地調査へのご協力をお願いします。」について 

建築局 資料 区５ 

   

横浜市では、土砂災害ハザードマップの作成や崖地の調査を実施し、土砂災害から人

命を守るため、崖地の改善や避難体制の整備に取り組んでいます。 

神奈川県では、土砂災害警戒区域の調査・見直しを進めており、本市においても、新

たに区域指定がされた崖地や、区域が変更された崖地について、専門家による調査を実

施します。 

保土ケ谷区では、令和３年度に崖地の調査を予定していますので、お知らせします。 

  

【内容】 

◇ 調査場所  南区・保土ケ谷区・磯子区（３区合計 約 450 箇所） 

  ◇ 調査期間  令和３年８月中旬から令和４年２月 28 日（予定） 

  ◇ 調査時間  ９：００から１７：００のうち、１箇所あたり数時間（予定） 

  ◇ 調査方法  調査員が調査対象の崖地について測量機器を用いて測定 

状況に応じて崖地や崖地に近接する建築物の写真を撮影 

   

 【その他】 

  ◇ 調査者は、横浜市の委託業者である旨を記載した腕章等を着用し、身分証明書を 

携帯します。 

  ◇ 土砂災害警戒区域内の調査対象世帯には、崖地調査の実施案内を直接ポスティン 

グし、調査実施の周知を行います。 

◇ 撮影した写真及び調査結果については、個人情報が含まれるため、市ホームペー 

ジ等で公開はしません。 

 

 

【送付物】 

 区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

建築局建築防災課 ℡６７１－２９４８ 
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６ 令和３年 12 月１日付 民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充に 

ついて 

福祉保健課 資料 区６ 
 

  令和３年 12 月１日付で委嘱する民生委員・児童委員及び主任児童委員の欠員補充等に

ついて、民生委員・児童委員の欠員がある自治会町内会長及び主任児童委員の欠員があ

る地区連合町内会長あてに、推薦人の内申、地区推薦準備会の開催及び候補者推薦依頼

を行います。 

依頼は該当する連合町内会長、自治会町内会長に郵送させていただきます。 

  なお、締切は９月 17 日（金）を予定しています。 
 

【連合地区別欠員数（令和３年７月１日現在）】 

連合地区名 欠員数 うち民生委員・児童委員 うち主任児童委員 

保土ケ谷 ３名 ３名 － 

保土ケ谷南部 ２名 １名 １名 

岩井町原 １名 １名 － 

保土ケ谷西部 ２名 １名 １名 

保土ケ谷東部 ２名 ２名 － 

岩間 ２名 ２名 － 

岩間 

（星川地区民児協） 
１名 － １名 

中央 １名 １名 － 

和田・釜台 ２名 １名 １名 

西谷 ２名 ２名 － 

川島東部 １名 － １名 

仏向 １名 １名 － 

連合未加入 

（川島原地区民児協） 
１名 １名 － 

連合未加入 

（笹山地区民児協） 
３名 ２名 １名 

連合未加入 

（千丸台地区民児協） 
１名 １名 － 

    計 25 名 19 名 ６名 

 
   

【送付物】別途、７月下旬に福祉保健課より推薦依頼関係資料を送付します。 

（該当自治会町内会のみ） 
    

【問合せ先】保土ケ谷区福祉保健課 ℡３３４－６３１１ 
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７ 令和２年度保土ケ谷区家庭ごみの減量実績及び令和３年度の減量目標に 

ついて 

地域振興課 資料 区７ 

 

令和２年度保土ケ谷区家庭ごみの減量実績、令和３年度保土ケ谷区家庭ごみの削減目

標及び重点取組事項について説明します。 

  

【令和２年度保土ケ谷区家庭ごみの減量実績について】 

新型コロナウイルス感染拡大で、多くの人の在宅時間が増加したことにより、令和

２年度の保土ケ谷区の家庭ごみ（ごみと資源）の総量は「1 人１日当たり 615ｇ」で、

目標の 602ｇを上回りました。ただし、平成 21 年度の 706g と比較して、ごみ量は大

きく削減されています。  

横浜市全体でも実績が目標を上回っています。  

 

【令和３年度保土ケ谷区家庭ごみの削減目標について】 

 横浜市では、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、市民の皆様の生活

環境の保全と公衆衛生の維持のため、安定した確実な廃棄物処理の確保を最優先とす

ることから、令和３年度は、家庭ごみ（ごみと資源）について、各区の目標数値は設

定しないこととしました。  

保土ケ谷区においても、全市方針を踏まえ、令和３年度は、家庭ごみ（ごみと資源） 

に関する保土ケ谷区の目標数値は設定しないこととしますが、食品ロスの削減やプラ

スチック対策など、社会課題の解決に向けた取組を皆様とともに取り組んでいきます。 

 

【令和３年度の保土ケ谷区重点取組事項】 

 ◇ プラスチック対策 

・ワンウェイプラスチックの削減に取り組んでいただくため、出前講座や小売店と

連携したキャンペーンなどで啓発します。  

・プラスチック問題を知っていただくためにパネルや動画を作成し、ホームページ

や SNS 等を活用して発信します。 

 ◇ 食品ロス削減 

・市民の皆様が定期的に食品を持ち寄れる身近な場所（区役所、スーパーマーケッ

ト等）でのフードドライブを実施します。  

・「家庭で役立つ実践講座」などを通じて、消費者に具体的な取組を提案します。  

   

【送付物】なし 

     

【問合せ先】 

保土ケ谷区地域振興課 ℡３３４－６３０４
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８ 自治会町内会広報掲示板に係る補助金について 

区連会事務局 資料 区８ 
 

  保土ケ谷区連合町内会長連絡会では、自治会町内会が広報掲示板を設置等する際にか

かる費用の一部を補助しています。  

連合町内会に加入している自治会町内会で、自治会町内会広報掲示板に係る補助金の

交付をご希望の場合は、交付申請書をご提出ください。  

 

【申込み方法】 

＜申込期限＞９月 30 日（木）まで 

＜必要書類＞保土ケ谷区自治会町内会広報掲示板設置補助金交付申請書  

及びその添付書類  

＜申込み先＞保土ケ谷区連合町内会長連絡会事務局（保土ケ谷区地域振興課） 
 

【その他】  

◇ 申請は１団体につき原則１基までとなります。  

◇ 申請数が予算を超えた場合は、抽選により交付する自治会町内会を決定します。  

 

 【送付物】 

別途、連合町内会加入の自治会町内会あて、８月上旬に区連会事務局より送付します。 
 

【問合せ先】 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会事務局 ℡３３４－６３０３ 
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９ その他の回覧依頼・掲示依頼・各自治会１部                 

資料 区９ 

【掲示依頼】 

◇ 「陸海空自衛官募集中」ポスター         （自衛隊横浜中央募集案内所） 

◇ 消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」８月号    （経済局） 

 

【自治会長１部】※会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 ◇ 令和３年度「秋の全国交通安全運動」横浜市実施要綱         （道路局） 

 ◇ エンディングノート講座ご案内チラシ           （高齢・障害支援課） 

 

 

 

 

Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 

Ⅳ  『次回定例会』  ※ 地 区 連 長 様 へ の ご 案 内  
 

９月定例会 

   ◇ 開催日 令和３年９月 17 日（金） 午後２時００分～ 

   ◇ 場 所 保土ケ谷区役所本館４階 ４０１会議室 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止・変更となる場合がございます。 

 

 

★保土ケ谷区連合町内会長連絡会のホームページ  

 保土ケ谷区の自治会町内会に関する情報や、区連会定例会のレジメが随時更新されてい
ますので、お気軽にアクセスしてください。 http://www.hodogaya-kurenkai.jp/ 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 

 

検 索 


